
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手書きパターンを入力する入力手段と、
　前記入力された手書きパターンが、所定のジェスチャーパターンで

判定するジェスチャー判定手段と、
　

繰り返し出力する文字 特定する特
定手段と、
　 手書きパターンの長さ に基づい
て、繰り返し出力する 数を決定する決定手段と、
　前記決定手段で決定された 数だけ、前記特定手段で特定された文字 を繰り返し出力
する出力手段と
を備えることを特徴とする手書きパターン処理装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、 手書きパターンの長さ

を、 文字 の長さで割った結果に基づいて、前記繰り返し出
力する 数を決定することを特徴とする請求項１に記載の手書きパターン処理装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、
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あり、かつ当該手書
きパターンの下に文字列が存在するかを

前記ジェスチャー判定手段により前記入力された手書きパターンが前記所定のジェスチ
ャーパターンであり、かつ当該手書きパターンの下に文字列が存在すると判定された場合
、当該手書きパターンの下に存在する文字列を 列として

前記特定手段により特定された文字列の長さと、前記 と
回

回 列

前記 から当該手書きパターンの下に存在する文
字列の長さを除いた長さ 当該 列

回

前記割った結果が整数でない場合、前記文字列を当該結果の整数部分



決定することを特徴とする請求項
に記載の手書きパターン処理装置。
【請求項４】
　前記ジェスチャー判定手段は、前記入力された手書きパターンの長さが所定の長さ以上
であるか否かに基づいて、前記入力された手書きパターンが、所定のジェスチャーパター
ンであるか 判定することを特徴とする請求項１に記載の手書きパターン処理装置。
【請求項５】
　更に、前記ジェスチャー判定手段でジェスチャーパターンであると判定されなかった手
書きパターンを文字認識する文字認識手段を備えることを特徴とする請求項１に記載の手
書きパターン処理装置。
【請求項６】
　入力された手書きパターンが、所定のジェスチャーパターンで

判定するジェスチャー判定工程と、
　

繰り返し出力する文字 特定する特
定工程と、
　 手書きパターンの長さ に基づい
て、繰り返し出力する 数を決定する決定工程と、
　前記決定工程で決定された 数だけ、前記特定手段で特定された文字 を繰り返し出力
する出力工程と
を備えることを特徴とする手書きパターン処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ペンで書かれる手書き文字の筆跡 手書き

装置及び手書き 方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の手書き文字認識装置は、手書き文字の筆跡ストロークパターンを入力する手段と、
予め登録されている手書き文字パターンとそのパターンに応じた文字コードが記憶されて
いる辞書と、入力されたパターンと辞書パターンを照合する手段とで構成され、通常１個
のパターンに対して１個の文字コードが対応付けられている。
【０００３】
また、前記手段に加え、ユーザがある手書きパターンと１個または複数の文字コードとを
ユーザ登録辞書に登録する手段を設けている手書き文字認識装置も存在した。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の手書き文字認識装置では、「１０００」を入力する場合、１の
手書きパターン、０の手書きパターン、０の手書きパターン、及び０の手書きパターンを
入力しなければならない。数値を入力する場合、連続して同数字を入力することが往々に
して存在するが、上記従来例では一々同じ数字を手書きで入力しなければならない。
【０００５】
さらに、認識結果が誤認識の場合が存在し、同じに書いたつもりでも微妙に手書きパター
ンが異なると、「１０００」が「１０Ｏ０」などになり、修正の手間がかかる場合がある
。
【０００６】
また、ユーザパターン登録手段を設けた手書き文字認識装置の場合は、「００」に対して
手書きパターンＡ、「０００」に対して手書きパターンＢを登録することができる。しか
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に対応する回数だけ繰り返し出力するとともに、当該結果の整数に満たない部分に対応す
る長さだけ前記文字列の部分文字列を出力するように ２

を

あり、かつ当該手書きパ
ターンの下に文字列が存在するかを

前記ジェスチャー判定工程により前記入力された手書きパターンが前記所定のジェスチ
ャーパターンであり、かつ当該手書きパターンの下に文字列が存在すると判定された場合
、当該手書きパターンの下に存在する文字列を 列として

前記特定工程により特定された文字列の長さと、前記 と
回

回 列

等の手書きパターンを処理する パター
ン処理 パターン処理



し、色々な場面を想定すると多くの手書きパターンを登録する必要があり、多くの手書き
パターンを登録して場合に応じて使い分けるのは甚だ面倒であり、しかも多くのパターン
を登録すると誤認識の問題も生ずるため、実使用時にはあまり現実的ではなかった。
【０００７】
本発明は上記従来の問題点に鑑み、同一文字の連続複数入力を簡単に行うことができる手
書き 装置及び手書き 方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の手書きパターン処理装置は、手書きパターンを入
力する入力手段と、前記入力された手書きパターンが、所定のジェスチャーパターンで

判定するジェスチャー判定手段
と、

繰り返し出力する文字 特定する
特定手段と、 手書きパターンの長さ

に基づいて、繰り返し出力する 数を決定する決定手段と、
　前記決定手段で決定された 数だけ、前記特定手段で特定された文字 を繰り返し出力
する出力手段とを備えることを特徴とする。
　本発明の手書きパターン処理方法は、入力された手書きパターンが、所定のジェスチャ
ーパターンで 判定するジェス
チャー判定工程と、

繰り返し出力する文字
特定する特定工程と、 手書き

パターンの長さ に基づいて、繰り返し出力する 数を決定する決定工程と、前記決定工
程で決定された 数だけ、前記特定手段で特定された文字 を繰り返し出力する出力工程
とを備えることを特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１７】
図１は、本発明の第１実施形態に係る手書き 装置の主要機能部分の構成を示
す機能ブロック図である。
【００１８】
図中１は、ペンで書かれる手書き文字の筆跡を入力するための位置座標検出盤等から構成
される手書き文字入力手段である。２は、手書き文字入力手段１から送られてくる１筆分
のストロークの長さから、ジェスチャーであるか、文字の一部であるかを切り分ける繰り
返しジェスチャー・文字識別手段である。
【００１９】
３は、予め作成してある複数の文字の書き方の標準的特徴が記憶されている認識用辞書１
０６を用い、特公昭６２一３９４６０号公報等に記載されている特徴点方式のアルゴリズ
ムにより、手書き文字入力手段１によって入力された筆跡との照合を行い、認識結果とし
て文字コード列を出力する手書き文字認識手段である。４は、ジェスチャー・文字識別手
段２から送られてくるジェスチャーストロークの長さから繰り返し出力する文字の個数を
決定するジェスチャー認識手段である。
【００２０】
５は、手書き文字認識手段３の認識結果を１文字分記憶しておく認識結果記憶手段である
。６は、ジェスチャー認識手段４から指示される個数だけ、認識結果記憶手段５に記憶さ
れている文字コードに対応した文字の出力指示を認識結果表示手段７へ送る記憶文字の繰
り返し出力処理手段である。７は、液晶等の表示装置からなる認識結果表示手段である。
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パターン処理 パターン処理

あ
り、かつ当該手書きパターンの下に文字列が存在するかを

前記ジェスチャー判定手段により前記入力された手書きパターンが前記所定のジェス
チャーパターンであり、かつ当該手書きパターンの下に文字列が存在すると判定された場
合、当該手書きパターンの下に存在する文字列を 列として

前記特定手段により特定された文字列の長さと、前記
と 回

回 列

あり、かつ当該手書きパターンの下に文字列が存在するかを
前記ジェスチャー判定工程により前記入力された手書きパターンが前

記所定のジェスチャーパターンであり、かつ当該手書きパターンの下に文字列が存在する
と判定された場合、当該手書きパターンの下に存在する文字列を 列
として 前記特定工程により特定された文字列の長さと、前記

と 回
回 列

パターン処理



また、１０６は手書き文字認識手段３が用いる認識用辞書である。
【００２１】
図２は、本実施形態の手書き文字認識装置の具体的な構成を示す図である。
【００２２】
同図の１００は、本装置全体の制御を司るＣＰＵである。１０１は、ＣＰＵ１００の動作
処理手順（後述する図５のフローチャートで示す動作処理手順を含む）や文字フォントパ
ターンを記憶したＲＯＭ及びワークエリアとして使用されるＲＡＭから構成されるメモリ
部である。このメモリ部１０１内のＲＡＭには、入力する文字枠の個数分のバッファエリ
アが確保されており、入力したストローク情報や、認識結果の文字コードなどがそれぞれ
のバッファエリアに記憶される。
【００２３】
また、説明が前後するが、実施形態における手書き文字認識装置は、単に文字列を認識し
変換するだけではなく、入力結果の文字に基づいてローン計算や文書の編集等のアプリケ
ーションプログラムを実行するものである。但し、かかる処理に本発明の特徴があるもの
ではないので、その説明は省略する。
【００２４】
１０２は液晶等による表示部であって、１０３はＣＰＵ１００の制御の下で表示部１０２
の表示制御を行う表示制御部である。この表示制御部１０３には、表示するための文字パ
ターンや、入力したストロークの軌跡等を描画するためのメモリ（ＶＲＡＭ）を内蔵して
いる。１０４は表示部１０２の前面に位置する透明な座標検出盤であって、１０５はペン
１１による指示位置及びペンのアップ／ダウン情報を検出する座標検出部である。
【００２５】
１０６は文字認識に使用される認識用辞書であり、図１の１０６と同じものである。また
、１０７はインターフェース（Ｉ／Ｆ）であって、例えばプリンタや外部記憶装置を接続
するのに用いられる。１０９は文字コード等を入力する一般的なキーボードである。上記
各構成ユニットはバス１０８を介して接続される。図３と図４は、本手書き文字認識装置
の操作画面例を示す図である。図３が繰り返しジェスチャーの入力中の画面であり、図４
がジェスチャー認識処理が行なわれた結果の画面である。なお、ローン計算の数値入力場
面を操作例としたが、ローン計算の処理は本発明の特徴ではないので、その説明は省略す
る。
【００２６】
図３中の１０２は出力画面全体であり、図３の３１、３２、３３、３４、３５は数値入力
領域で、手書きの数字が入力された場合は数字が認識表示され、ライン形ストロークのジ
ェスチャーＳＴ１が入力された場合は、ジェスチャー処理が行なわれる。
【００２７】
図５は、本実施形態の手書き文字認識装置のジェスチャー・文字識別処理、ジェスチャー
認識処理、及び記憶文字の繰り返し出力処理の手順を表わしたフローチャートであり、こ
のフローチャートを実現するプログラムはメモリ部１０１内に格納されている。以下、主
に図３及び図４の操作画面と図５のフローチャートによって、文字繰り返しジェスチャー
の処理の説明を行なう。
【００２８】
図５のステップＳ１００は、ワークの初期化で、図５のフローチャートで表わされるジェ
スチャー認識処理で使用される軌跡データのバッファ等のワーク記憶領域の初期化を行な
う。図５のフローチャートの処理を開始するタイミングは、ペンアップ時間がある一定時
間以上経過したり、処理開始指示領域をペンで指示された時とする。
【００２９】
ステップＳ１０１において、１ストローク分の位置座標データの読み込み処理を行なう。
ペン１１で座標検出盤１０４上に書かれた手書きの軌跡が座標検出部１０５からＸＹの位
置座標データとして送られてくるので、その１ストローク分の位置座標データをワーク記
憶領域に読み込む。ステップＳ１０２において、前記読み込まれたストロークがジェスチ
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ャーストロークか文字のストロークの一部であるかの判断処理が行われる。本実施形態に
おいては、ライン形のストロークの横幅が文字の横幅の２文字分以上あるものを文字繰り
返しジェスチャーとする。
【００３０】
（読み込まれたストロークの最大Ｘ座標－最小Ｘ座標で求めた横幅）／文字の横幅＝の答
が２以上である時は、文字繰り返しジェスチャーであるのでステップＳ１０３に進み、答
２未満である時は文字のストロークの１部であるので、通常の文字認識手段の処理にスト
ロークのデータが渡される。
【００３１】
ステップＳ１０２の処理は、入力された全てのストロークに対して行なわれ、１文字の入
力終了や１ジェスチャーの入力終了時に開始され、全てのストロークの処理が終わると処
理が終了する。その後、文字繰り返しジェスチャーであれば、ステップＳ１０３からの処
理が行なわれ、手書き文字であれば、従来からある、特公昭６２一３９４６０号公報等に
記載されている特徴点方式のアルゴリズムにより、入力された筆跡との照合を行い、認識
結果として文字コード列を出力する。操作画面３の例であると、入力領域３１に書かれて
いるライン形のストロークの横幅が４文字以上あるので、文字繰り返しジェスチャーの処
理が行なわれる。
【００３２】
次にステップＳ１０３において、繰り返し出力する文字の個数を決定する。繰り返しジェ
スチャーの横幅と同等の数の文字を繰り返し表示するため、繰り返しジェスチャーの横幅
（ストロークの最大Ｘ座標－最小Ｘ座標）／文字の横幅（その時指定されている文字フォ
ントの横幅）＝を文字の個数とし、記憶しておく処理を行なう。操作画面３の例であると
、入力領域３１に書かれているストロークの横幅が４文字以上あるので、繰り返し文字の
個数４が記憶される。
【００３３】
次にステップＳ１０４において、図１の認識結果記憶手段５に記憶されている文字認識結
果の文字コードを読み出す処理を行なう。図１の認識結果記憶手段５には手書き文字が入
力され認識される毎に記憶されている訳で、ジェスチャーが書かれた時に読み出すと、ジ
ェスチャーが入力される直前に書かれた手書き文字の認識結果が読み出される。操作画面
３の例であると、入力領域３１に書かれている繰り返しジェスチャーの直前に書かれた文
字は０であるので、０の文字コードが読み出される。
【００３４】
ステップＳ１０５において、繰り返しジェスチャーのストロークの書かれた位置の左端を
起点に、ステップＳ１０４で読み出した文字コードの文字を、決定された個数だけ出力す
る。操作画面３の例であると、ステップＳ１０４で０の文字コードが読み出されており、
繰り返しジェスチャーのストロークの横幅は４文字分あり、１８５０の横に書かれている
ので、その右横に０を４個「００００」と出力し、操作画面４の例のように１８５０００
００が入力エリア３１に入力される訳である。
【００３５】
このような処理を行なうことにより、同じ文字を複数連続して入力したい場合は、繰り返
したい長さの繰り返しジェスチャーを入力すれば、簡単に同一文字を要求する数だけ連続
して入力することが実現できる。
【００３６】
このように、本実施形態によれば、入力されたジェスチャーのライン形ストロークの長さ
に応じて出力する文字の個数を決定する繰り返しジェスチャー認識手段を設けたことによ
り、連続して同じ文字を入力する場合、その文字の個数に応じた長さのジェスチャーを入
力すれば、前記手段で決定された個数の同一文字を出力することができる。
【００３７】
次に、本発明の第２実施形態を説明する。
【００３８】
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上記第１実施形態においては、手書き文字の入力エリアには１文字毎の文字枠は存在しな
かったが、本発明は文字枠が存在する場合でも適応できる。その場合、図５のフローチャ
ートの一部を変更すれば可能である。図６と図７が本第２実施形態の操作画面例であり、
図６の８０～８９は入力文字枠である。図８に変更したフローチャートを示す。
【００３９】
図８は、本発明の第２実施形態に係る手書き文字認識装置のジェスチャー・文字識別処理
、ジェスチャー認識処理、及び記憶文字の繰り返し出力処理の手順を表わしたフローチャ
ートであり、このフローチャートを実現するプログラムはメモリ部１０１内に格納されて
いる。
【００４０】
本実施形態においては、文字枠を２個以上横切っていて図６のＳＴ２で示す形（以下、こ
の形をカール形という）のストロークを文字繰り返しジェスチャーとする。ステップＳ１
００～ステップＳ１０１は、図５のフローチャートと同じであるので説明を省く。
【００４１】
ステップＳ１０６において、まずジェスチャーストロークと文字ストロークの切り分けを
行なう。まず、ストロークの位置座標点が存在する文字枠の番号をチェックしていき、１
つの文字枠内でストロークが納まっている場合は、文字ストロークであるので、手書き文
字の認識処理にそのストロークデータを渡し、２つ以上であれば、ジェスチャーストロー
クであるのでステップＳ１０７へ進む。操作画面例の図６の入力文字枠８７、８８、８９
に書かれているカール形のストロークＳＴ２は、３つの文字枠に渡って書かれているので
、２つ以上であるからステップＳ１０７に進む。
【００４２】
ステップＳ１０７において、繰り返しジェスチャーかその他のジェスチャーであるかのチ
ェックを行なう。本実施形態ではカール形のストロークを繰り返しジェスチャーとしてい
るので、入力ストロークの形がカール形であるかのチェックを行ない、同じ形であればス
テップＳ１０８に進み、それ以外の形（例えばライン形）であれば他のジェスチャー処理
へそのストロークデータを渡す。操作画面例の図６の入力文字枠８７、８８、８９に書か
れているストロークの形はカール形であるから、繰り返しジェスチャーであるので、ステ
ップＳ１０８に進む。
【００４３】
ステップＳ１０８において、繰り返し文字の個数の決定を行なう。繰り返しジェスチャー
のストロークが横切っているストロークの文字枠の個数が繰り返し出力する文字の個数で
ある。文字枠を区別するための文字枠の番号が図６のように左から、順に付けられている
ので、ジェスチャーストロークの終了点の文字枠の番号－ジェスチャーストロークの開始
点の文字枠の番号＋１＝繰り返し文字の個数である。操作画面例の図６の繰り返しジェス
チャーの場合、終了点の文字枠の番号が８９であり、開始点の文字枠の番号が８７である
ので８９一８７＋１＝３となり繰り返し個数は３個になる。
【００４４】
ステップＳ１０４、Ｓ１０５の処理は図５のフローチャートと同様なので説明を省略する
。図６の例の「１２３４５」が入力された後にカール形ストロークの繰り返しジェスチャ
ーが入力され、繰り返し個数は３個であるので、「５」が３個出力され、図７のように「
１２３４５５５５」になる。
【００４５】
このように処理を行なうことにより、同じ文字を複数連続して入力したい場合は、繰り返
したい長さの繰り返しジェスチャーを入力すれば、簡単に同一文字を要求する数だけ連続
して入力することが実現でき、この実施形態では文字枠で個数を決定するので繰り返し個
数が明確に指示できるという利点がある。
【００４６】
次に本発明の第３実施形態を説明する。
【００４７】
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上記第１及び第２実施形態においては、繰り返しジェスチャーの繰り返し出力の対象は１
文字であったが、複数の連続した文字を対象とする実施形態も考えられる。この第３実施
形態の場合は、第１実施形態の構成図を、図９のように変更する。
【００４８】
図９は、本発明の第３実施形態に係る手書き文字認識装置の主要機能部分の構成を示す機
能ブロック図である。
【００４９】
図９の１、２、３、１０６、６、７、に関しては、図１の構成と同じであるので説明は省
略する。図１の文字認識結果を１個だけ記憶しておく認識結果記憶手段５は削除され、繰
り返し文字を記憶し繰り返し文字の個数を決定する処理は繰り返しジェスチャー認識手段
８で行なわれる。図１０と図１１は本実施形態の操作画面例である。図１０中の７１、７
２、７３は数値入力領域であり、ＳＴ３がライン形ストロークの文字繰り返しジェスチャ
ーである。
【００５０】
図１２は、本実施形態の繰り返しジェスチャー認識手段８の処理を表わしたフローチャー
トであり、このフローチャートを実現するプログラムはメモリ部１０１内に格納されてい
る。この図１２のフローチャートに沿って処理を説明していく。なお、ステップＳ１００
、Ｓ１０１、Ｓ１０２は図５のフローチャートで説明したのと同様な処理を行なう。本実
施形態においては、ライン形のストロークの長さが２文字以上で、ストロークの下に文字
が存在する時に、そのストロークを文字繰り返しジェスチャーとして認識し処理を行なう
こととする。
【００５１】
ステップＳ１０１で１ストローク分の位置座標データをワークバッファに読み込む処理を
行なう。ステップＳ１０２でステップＳ１０１で読み込んだストロークの長さのチェック
を行ない、ストロークの横幅が２文字分以上ある時はステップＳ１２１に進み、１文字分
である場合は手書き文字認識手段３にストロークデータを渡す。
【００５２】
図１０の例では、数値入力領域７１に書かれているストロークは２文字以上の横幅がある
ので繰り返しジェスチャーであり、ステップＳ１２１に進む。ステップＳ１２１において
、ストロークの下に文字が存在するかのチェックを行なう。ストロークの下に文字が存在
する時は繰り返しジェスチャーであるので、ステップＳ１２２に進み、ストロークの下に
文字が存在しない時は繰り返しジェスチャーではないので、このフローチャートの処理は
終了する。
【００５３】
文字のサイズが１６×１６ドットのときは、その文字の領域である１６×１６のエリアを
ストロークが横切る状態を、ストロークの下に文字がある状態とする。図１０の入力領域
７１のように「１０」の上をストロークは横切っているのでステップＳ１２２に進む。
【００５４】
ステップＳ１２２において、ストロークの下に存在する文字を繰り返し出力する文字とし
て記憶領域に記憶する。図１０の例であると繰り返しジェスチャーのストロークの下には
「１０」が存在するので「１０」が記憶される。この記憶される文字は、漢字英数記号で
も問題がないのはいうまでもない。
【００５５】
ステップＳ１２３で、繰り返しジェスチャーの出力する文字群の個数を決定する。ストロ
ークの下の文字群の右端から終点までのストロークの横幅と同等の文字群の個数を出力す
る。
【００５６】
（ストローク最大Ｘ座標－ストロークの下の文字の最大Ｘ座標）／ストローク下の文字の
横幅＝繰り返し回数とする。
【００５７】

10

20

30

40

50

(7) JP 3839877 B2 2006.11.1



図１０の例であると、
（ストロークの終点の座標－「０」の文字の右端の座標）／「１０」の文字の横幅＝３
となり繰り返し回数は３回となる。
【００５８】
次にステップＳ１２４において、ジェスチャーストローク下の文字の右端を起点に記憶し
た文字コードの文字群を決定された個数だけ出力する。ステップＳ１２２で記憶した文字
群をステップＳ１２３で決定した回数だけ出力する処理を行なう。図１０の例であると、
ステップＳ１２２で「１０」が記憶され、ステップＳ１２３で回数が３と決定しているの
で、図１１の例のように「１０１０１０」と出力される。もし、ステップＳ１２３での決
定回数が２．５であれば、記憶された文字列が２文字列と文字列の半分が出力され、「１
０１０１」になる。
【００５９】
このように処理を行なうことにより、同じ文字列を複数連続して入力したい場合は、繰り
返したい長さの繰り返しジェスチャーを入力すれば、簡単に同一文字列を要求する数だけ
連続して入力することが実現できる。
【００６０】
次に本発明の第４実施形態を説明する。
【００６１】
上記第３実施形態では、繰り返しジェスチャーの処理において、繰り返し文字列の指定と
繰り返し出力数の決定を１つの繰り返しジェスチャーストロークで行なったが、繰り返し
文字列の指定ジェスチャーと繰り返し出力数指定ジェスチャーの２つで実現する実施形態
も考えられる。本実施形態は、繰り返しジェスチャーのストロークの形はライン形とする
が、ストロークの下に文字がある場合は繰り返し文字列の指定ジェスチャーとして、文字
列を記憶する処理を行ない、ストローク下に文字が存在しない場合は繰り返し出力数指定
ジェスチャーとし、指定された数の文字列を出力する処理を行なうものである。
【００６２】
本実施形態の主要部分の構成は上記第３実施形態の図９と同じなので説明を省略する。図
１３、図１４及び図１５は本実施形態の操作画面例である。図１３の９１、９２、９３が
数値入力領域であり、ＳＴ４がストロークである。
【００６３】
図１６は、第４実施形態の繰り返しジェスチャー認識手段８の処理を表わしたフローチャ
ートであり、このフローチャートを実現するプログラムはメモリ部１０１内に格納されて
いる。図１６のフローチャートに沿って処理を説明していく。
【００６４】
ステップＳ１００、Ｓ１０１、Ｓ１０２は図５のフローチャートで説明したのと同様な処
理を行なう。ステップＳ１０１で１ストローク分の位置座標データをワークバッファに読
み込む処理を行なう。ステップＳ１０２でステップＳ１０１で読み込んだストロークの長
さのチェックを行ない、ストロークの横幅が２文字分以上ある時はステップＳ１２１に進
み、１文字分である場合は手書き文字認識手段３にストロークデータを渡す。図１３の例
では数値入力領域７１に書かれているストロークは２文字以上の横幅があるので繰り返し
ジェスチャーであり、ステップＳ１２１に進む。
【００６５】
ステップＳ１２１において、繰り返し文字列の指定ジェスチャーであるか、繰り返し出力
数指定ジェスチャーであるかを判別するために、ストローク下に文字列が存在するか、存
在しないかのチェックを行なう。ストローク下に文字が存在する場合は、ステップＳ１６
１の処理に進み、ストローク下に文字が存在しない時は、ステップＳ１６２の処理に進む
。図１３の例であると、入力領域９１のストローク下には文字列「７　８」が存在するの
で、ステップＳ１６１の処理へ進む。一方、図１４の例であると、入力領域９２のストロ
ーク下には文字が存在しないため、ステップＳ１６２に進む。
【００６６】
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ステップＳ１６１において、ストロークの下に存在する文字列の文字コードを繰り返し出
力する文字列として記憶領域に記憶する。図１３の例であると入力領域９１のストローク
下には文字列「７　８」が存在するので、「７　８」の文字コードを記憶する。
【００６７】
ステップＳ１６２においては、繰り返し出力する文字列の記憶領域に文字列が記憶されて
いるかのチェックを行なう。繰り返し出力する文字列の記憶領域に文字列が記憶されてい
る場合は、ステップＳ１６３に進み、記憶されていない場合は、この繰り返しジェスチャ
ーのフローチャートの処理を終了する。
【００６８】
図１３の操作例の次に図１４の操作例が行われた場合、図１３の例で繰り返し出力する文
字列の記憶領域には「７　８」が記憶されているので、次に図１４で繰り返し出力数指定
ジェスチャーが書かれた場合は、ステップＳ１６３に進む。
【００６９】
ステップＳ１６３において、出力する文字列の繰り返し回数を決定する処理を行なう。繰
り返しジェスチャーの横幅と同等の数の文字列を繰り返し表示するため、繰り返しジェス
チャーの横幅（ストロークの最大Ｘ座標－最小Ｘ座標）／文字列の横幅（その時指定され
ている文字フォントの横幅×文字列の文字の個数）＝繰り返し回数とする。
【００７０】
図１４の例であると、入力領域９２のストロークの横幅は８文字分あり、図１３の例で記
憶された文字列は２文字分であるので、８／２＝４となり、繰り返し回数は４回である。
本実施形態では、ジェスチャーストロークが入力され、ペンアップした時点でジェスチャ
ー認識処理を行なっているが、ペンで押下され位置座標点が入力される毎にジェスチャー
ストロークであるか、文字のストロークであるかのチェック処理を行ない、図１４の例の
入力領域９２の繰り返し出力数指定ジェスチャーのストロークが書かれていく場合に、リ
アルタイムに、（現在のＸ座標－ストロークの開始点のＸ座標）／文字フォントの横幅＝
の計算を行ない、出力文字の仮想個数表示（図１７の点線枠）９２ａを行なうと、よりユ
ーザに使い易い繰り返しジエスチャー処理を提供することができる。
【００７１】
ステップＳ１６４において、繰り返し出力数指定ジェスチャーの左端を起点に指定された
文字列を指定された回数だけ出力する処理を行なう。図１３の例であると「７　８」が記
憶され、図１４の例で、入力領域９２に繰り返し出力数指定ジェスチャーが入力され、ス
テップＳ１６３において出力回数が４回と決定しているので、図１４の例のように、領域
９２に「７８７８７８７８」と出力表示される。
【００７２】
このように処理を行なうことにより、同じ文字列を別の行等の離れた場所に複数連続して
入力したい場合は、繰り返し出力したい文字列の上で繰り返し文字列の指定ジェスチャー
を入力し、出力したい場所で繰り返したい長さの繰り返し数指定ジェスチャーを入力すれ
ば、簡単に同一文字列を要求する数だけ連続して離れた場所にも入力することができる。
【００７３】
なお、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる
手書き 装置に適用してもよい。また、本発明は、システムあるいは手書き

装置にプログラムを供給することによって達成される場合にも適用できること
はいうまでもない。この場合、本発明を達成するためのソフトウェアによって表されるプ
ログラムを格納した記憶媒体を該システムあるいは手書き 装置に読み出すこ
とによって、そのシステムあるいは手書き 装置が、本発明の効果を享受する
ことが可能となる。
【００７４】
【発明の効果】
　以上詳述したように、本発明によれば、連続して同じ文字列を 入力する場合、
その に応じた長さのジェスチャーパターンを入力すれば、簡単に
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を指定 数だけ入力することができる。これにより、例えば繰り返し同様な数値を複数
入力する場面で、装置の使い易さを著しく向上させる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る手書き文字認識装置の主要機能部分の構成を示す機
能ブロック図である。
【図２】第１実施形態の手書き文字認識装置の具体的な構成を示す図である。
【図３】第１実施形態における繰り返しジェスチャーの入力中の画面を示す図である。
【図４】第１実施形態におけるジェスチャー認識処理が行なわれた結果の画面を示す図で
ある。
【図５】第１実施形態におけるジェスチャー・文字識別処理、ジェスチャー認識処理、及
び記憶文字の繰り返し出力処理の手順を表わしたフローチャートである。
【図６】第２実施形態の操作画面例を示す図である。
【図７】第２実施形態の操作画面例を示す図である。
【図８】第２実施形態におけるジェスチャー・文字識別処理、ジェスチャー認識処理、及
び記憶文字の繰り返し出力処理の手順を表わしたフローチャートである。
【図９】第３実施形態に係る手書き文字認識装置の主要機能部分の構成を示す機能ブロッ
ク図である。
【図１０】第３実施形態の操作画面例である。
【図１１】第３実施形態の操作画面例である。
【図１２】第３実施形態の繰り返しジェスチャー認識手段８の処理を表わしたフローチャ
ートである。
【図１３】第４実施形態の操作画面例である。
【図１４】第４実施形態の操作画面例である。
【図１５】第４実施形態の操作画面例である。
【図１６】第４実施形態の繰り返しジェスチャー認識手段８の処理を表わしたフローチャ
ートである。
【図１７】出力文字の仮想個数表示を示す図である。
【符号の説明】
１　手書き文字入力手段
２　ジェスチャー・文字識別手段
３　手書き文字認識手段
４　ジェスチャー認識手段
５　認識結果記憶手段
６　記憶文字の繰り返し出力処理手段
７　認識結果表示手段
８　繰り返しジェスチャー認識手段
１０６　認識用辞書
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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